
○国立大学法人東北大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する取扱細則 
平成３０年２月２７日 

副学長（法務コンプライアンス担当）裁定 
改正 平成３１年３月２９日理事・副学長（総務・財務・国際展開担当）裁定 

令和元年６月１９日理事・副学長（総務・財務・国際展開担当）裁定 
令和３年１月２５日理事・副学長（総務・財務・国際展開担当）裁定 

     令和４年３月２５日理事・副学長（総務・財務・国際展開担当）裁定 
（趣旨） 

第１条 この細則は、国立大学法人東北大学における行政機関等匿名加工情報の提供等に関する取

扱規程（平成３０年規第２２号。以下「規程」という。）第１５条の規定に基づき、国立大学法

人東北大学（以下「本学」という。）における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等につい

て必要な事項を定めるものとする。 
（提案の方法等） 

第２条 規程第４条第１項の提案は、別記様式第１号（以下「提案書」という。）を提出すること

により行うものとする。 
２ 代理人によって前項の提案をする場合にあっては、提案書に別記様式第２号を添えて行うもの

とする。 
３ 前項に定めるもののほか、提案書には、次に掲げる書面及び書類を添付しなければならない。 

一 第１項の提案をする者が規程第５条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面（別記

様式第３号） 
二 提案書により提案する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生

活の実現に資するものであることを明らかにする書面 
三 第１項の提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏

名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

７項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令３１９号）第１

９条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出

入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第７条第１項に規定する特別永住者証明書

その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をす

る者が本人であることを確認するに足りるもの 
四 第１項の提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては、その名称及び本店又は主

たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並び

に氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前６月以内に作成され

たものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、その者が本人

であることを確認するに足りるもの 
五 提案をする者がやむを得ない事由により前二号に掲げる書類を添付できない場合にあって

は、当該提案をする者が本人であることを確認するため総長が適当と認める書類 



六 前各号に掲げる書類のほか、総長が必要と認める書類 
４ 前項の規定は、代理人によって第１項の提案をする場合に準用する。この場合において、前項

第３号から第５号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとす

る。 
（審査結果の通知） 

第３条 規程第６条第３項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第４―１号によ

り行うものとする。 
一 別記様式第５号により作成した規程第８条（規程第１０条第２項で準用する場合を含む。第

５条及び第８条において同じ。）の規定による申込書 
二 別記様式第６号により作成した契約書２部 

２ 規程第６条第４項の規定による通知は、別記様式第７―１号により行うものとする。 
（行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結） 

第４条 規程第７条の規定によるの行政機関等匿名加工情報利用に関する契約は、第３条第１項の

書類を提出することにより行うものとする。 
（行政機関等匿名加工情報の作成の方法に関する基準） 

第５条 規程第８条第１項の基準は、次のとおりとする。 
一 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除す

ること（当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の

記述等に置き換えることを含む。）。 
二 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元する

ことのできる規則性を有しない方法により他の記述等により他の記述等に置き換えることを含

む。）。 
三 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に本学

において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。）を削除すること（当該符号を復元する

ことのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じ

て得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。）。 
四 特異な記述等を削除すること（当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない

方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。 
五 前各号に掲げる措置のほか、保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人

情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報フ

ァイルの性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 
（作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等） 

第６条 規程第９条第１項の提案は、別記様式第８号により行うものとする。 
２ 第２条第２項から第４項まで、第３条及び第４条の規定は、規程第９条第１項の提案をする場

合について準用する。この場合において、第３条第１項中「別記様式第４―１号」とあるのは

「別記様式第４―２号」と、「別記様式第６号」とあるのは「別記様式第９号」と、同条第２項

中「別記様式第７―１号」とあるのは「別記様式第７―２号」と読み替えるものとする。 



（提案書に記載された内容の軽微な変更） 
第７条 規程第７条の規定による契約後、提案書の記載事項に、規程第９条第１項に規定する行政

機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときに当たらない軽微な変更が生

じた場合は、別記様式第１０号により申し出を行うものとする。 
（事務） 

第８条 この細則に関する事務は、総務企画部法務・コンプライアンス課が処理する。 
附 則 

この細則は、平成３０年２月２７日から施行する。 
附 則（平成３１年３月２９日改正） 

この細則は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則（令和元年６月１９日改正） 

この細則は、令和元年７月１日から施行する。 
附 則（令和３年１月２５日改正） 

この細則は、令和３年１月２５日から施行する。 
附 則（令和３年１月２５日改正） 

この細則は、令和３年１月２５日から施行する。 
  附 則（令和４年３月２５日改正） 
この細則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 





















 

 
  
 



 



 

















 



 













































 


